
日本学生支援機構

「奨学金」を活用した大学生等の県内定着の促進について

産業界 県連携

県内大学、都市部の大学や県外企業から県内企業への就職を促進

出
捐

対象業種要件：機械電子産業における県内に本社を有する対象業種に該当する中小企業等

勤務年数要件：就業後３年勤務（交付決定１０年間のうち、通算８年勤務で満額支給）
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